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一，ギリシア行政手続磨翌ﾌ成立の経過

 ギリシア行政手続磨翌ﾍ1999年に成立したがそれに至る歴史経過は5つの時

期に区分できるという〟浴B第1期は，行政手続磨翌ﾌ発生の最初の時期。第2

期は1980年代(1991年まで)。第3期は1990年代。第4期は行政手続磨翌ﾌ成

立(1999年)。第5期は最近の発展，である。

 1)，第1期は，ギリシアの行政手続磨翌ﾌ最初の発生の時期であるが，そ

の特徴は，ギリシアの行政手続磨翌ﾍ最初は憲磨雷yび多くの磨覧･に非体系的に

定められて存在した。さらに行政手続磨翌ﾌ最も重要な磨洛ｹは行政裁判所

(Staatsrat)(Σ秩翼ﾀ06λiovτη⊆EπtKρατε｛α⊆)の判例であった。1929年に設立さ

者により採用され，さらに行政手続磨翌ﾌ最も重要な諸原則をもたらしたこと

に貢献したという。行政手続磨翌ﾍ具体化された憲磨翌ﾆも見なされ，さらに憲

磨翌ﾍ手続磨翌ﾌ規範内容をも有し，憲磨翌ﾌ一般原則は行政手続を広範に規定す

る。個々の憲磨翌ﾌ規定でも具体的な規定をしている。例えば第10条の請願権

の保障，第20条第2項の磨欄I聴聞の保障である。後者は1975年憲磨翌ﾌ規定で

あるが，行政裁判所の60年代の判例で形成された。次に個別磨翌ﾉおいて行政
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手続を規定する。例えば，公務員磨浴C社会保障磨浴C建築磨浴Cさらに組織問題

に関係する磨覧･においてである。これらの個別磨翌ﾉおいては，個々の行政行

為を行うことの申請，期限，行政行為の決定以前の諮問と聴聞の種類と方式，

行政行為に対して異議を申し立てることの市民に対する可能性などに関する

ことを定めていた。さらに行政争訟手続や磨嵐闃卲ﾀに関してにも行政手続に

関する規定が見られた。さらに1959年の「公営造物の求濫¥の改善のための措

置に関する」命令も官庁の協力及び立証手続の簡素化を定めていた。そうし

た中で行政裁判所は判例により個々の規定の解釈，その適用の統制及び行政

手続磨翌ﾌ一般原則の形成により行政手続磨翌ﾌ発展に持続的に影響を与えた。

さらにこの時期には，行政手続の統一と単純化をもたらす磨欄T化への関心と

願望が形成された。市民の権利保護と行政活動の効率化を結合するという課

題の遂行が求められた。そうした中，1967年，長官スタシノブ. ロス

(Stassinopoulos)が作成した最初の行政手続磨来ﾄが提起された。

 2)，第2期は80年代で，判例の結晶化と行政の近代化の時期である。こ

の時期では2つの重要な磨覧･が発布され，集団的権限の廃止に関する一連の

大臣決定が行われた。2つの磨覧･とはまず磨覧･1599/86，「国家と市民との関

係，身分証明証の新しい形式の創設及びその他の規定」であり，国家と市民

との関係の改善と官僚主義の排除を目標としている。他のものは磨覧･1943/9

1，「公行政の組織と求濫¥の近代化，個人の発達と他の関連規定」であり，行

政の近代化だけでなく，行政手続の磨欄T化も目ざしていた。前者は身分証明

に関する手続を単純化し，申請に関すること，解決期限や申請の形式，行政

文書閲覧及びコピーに関しての市民の権利について規定した。(§16)。集団

行政求頼ﾖの人事配置や行政の中立原則も定めた。市民局が設立されさらに行

政手続磨欄Tの準備委員会を予定した。(§20)。後者において，1，申請への

行政の対応に厳しい規定が設けられ，遅延の場合は損害賠償する，2，行政

公開，行政情報へのアクセスが定められ，3，行政立磨落闡ｱの簡素化に関す

る委員会を設立した。2つの磨覧･の執行のために大統領令もしくは省令を発

布しはじめて行政手続磨翌ﾌ体系化をもたらした。それらは特別磨翌ｪ存在しな
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いところで通用した。さらに透明性の原則の適用と文書閲覧の組織，「良き

行政」の要素としての円滑性の承認，単に「管理される者」でない新しい市

民像の主張などに新しさが見られた。この時期，判例においては社会保障の

権利に関する判例による承認，さらに期限及び権限を有する行政求頼ﾖを教示

する行政の義務などが挙げられる。

 3)，第3期は1990年代である。この時期にはギリシア行政手続磨翌ﾍ行政

手続磨翌ﾌヨーロッパ化の増大の時期と見られている。そしてそれはEUの共

律規定と行政命令の接近と同化という目標での共同体磨翌ﾌ国内磨翌ﾖの転換が

なされた。例えば，委託手続に関する磨覧･2257/1997，薬の承認に関する手

続。さらに手続規定に関する新しい原則が承認された。例えば補充性原則，

黙示の積極的行政行為の存在の推定。すでに存在した効率性と有効性の原則

が強調され，品質の概念が例えば郵便，電気通信，エネルギー市場などの領

域で磨頼T念として導入された。さらに透明性の原則は環境立磨翌ｾけでなく行

政手続においても移植された。次に独立行政庁が設立された。例えば，「電

気通信及び郵便の全国委員会」，「エネルギー規制委員会」。これは監督求濫¥

及び部分的規制求濫¥を有した。第3に情報保護に磨覧･上の根拠がもたらされ

た。磨覧･1599/86は組織に関してであるが，磨覧･2472/1997，「個人的性質の

情報の作成に際しての個人の保護」である。その磨覧･の内容は，情報の等級

化，適磨翌ﾈ情報の作成の要件，神経質な情報の作成の禁止，個人的情報の作

成の秘密と安全，外国への個人に関する情報の伝達，である。さらに自分に

関する情報への接近権，自分に関する情報の加工に対する異議権及び仮の保

護が承認された。さらに個人の情報保護のために，独立の行政庁を設立した。

この期の判例においては，市民にその権利保護，特に磨欄I救済に関する権利

の情報提供の行政の義務が承認された。さらに効率性の原則を考慮し，手続

山冠の丸払について承認する場合がある反面，手続暇疵については不必要と

して無視することが行われた。

 4)，第4期は行政手続磨欄Tの検討の時期である。このような経過の中で，
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行政手続磨欄T案の起草がこころみられ，1999年，ギリシアにおける最初の行

政手続磨翌ｪ制定された。まず最初の草案となるのが，1967年のスタスノブ. 一

ロス草案である。当時の行政裁判所の長官，M. Stassinopoulosがその当時，

行政手続草案を公開した。この「準備草案」は92ヶ条含んでいた。第1部

(1-14条)は一般処分，定義(行政行為，求頼ﾖ，合議制求頼ﾖ)，権限及び権

限の衝突，暇疵の結果等であった。第2部(15-43条)は求頼ﾖの磨欄I地位

(標準化，休暇，引退もしくは休職にある公務員，代理，配置に関する規準

及び合議性求頼ﾖの求濫¥)を規定した。第3部(44-67条)は期限，形式及び

手続，磨欄I聴取，文書閲覧，行政の相手方への情報提供，理由付記及び附款

を規定した。第4部(68-92条)は行政行為の効力についてで，行政行為の

始めと終了，行政行為の取消もしくは廃止に関して規定した。その後，さま

ざまなこころみが1993年頃まで行われた，そしてさまざまな委員会が設置さ

れたが結果として失敗であった。1995年，フロガイティス(Flogaitis)委員

会の草案が作成された。この草案は全6章，46ヶ条であった。この草案にお

いては，行政手続を定義し，「行政行為の何らかの措置の発布のために，そ

の措置自身を含んで外部に向けての磨洛�ﾊを伴う，組織された行政活動の個々

の形式」としている。さらにその子別構成を見ると，第1章は行政手続の一

般原則である。民主主義原則，磨落｡国家原則及び磨嵐闌ｴ則(8条)，比例原

則及び利益もしくは価値衡量の原則(9条)，経済性及び効率原則(10条)，

侵益的措置の事前聴聞の原則(11条)，不党不偏原則(12条)，文書閲覧権，

を規定した。第2章は個別の行政行為の発布のための手続を規定した。第3

章は行政行為の効力を規定した。第4章は行政契約，第5章は行政救済，第

6章は最終章で合議制求頼ﾖの配置と求濫¥に関してであった。この草案は資料

の体系化に一定貢献したこと及び私磨翌ﾌ概念が一部導入された，例えば参加

の能力と手続可能性(2-3条)，行政契約への第3者及び行政庁の同意，と

見なされている。しかしこの草案の討議及び採決は延期され，総選挙及び政

府の新形式がなされる間，成果なしにとどまった。1997年，新委員会が磨覧･

2503/97により第18条第18項及び第24条にもとづき設置された。そして当該
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委員会はついに草案を作成し，それは1999年，磨覧･2690/99，行政手続磨欄T

として制定された。

二，ギリシア行政手続磨?1999年)の内容

 1999年の磨覧･2690/99によれば，行政手続磨乱ｧ定の理由は，「国家と市民と

の効果的な協力に導く安全と信頼の気風の創出を磨雷K範の無知及び不明確に

起因する摩擦と問題を生ぜずに」可能とするべきである。磨欄Tは市民の事項

でのやりとりと解決のための前提を作るべきで，透明性，平等取扱い及び人

間価値の遵重の原則に基礎をおき，市民への給付と公行政の効果に貢献する

べき，としている。行政手続磨翌ﾍ6章，全33ヶ条である。その構成は，第1

章，一般規定(§1-12)，第2章，合議制行政求頼ﾖ，その人員配置と求濫¥

(§13-15)，第3章，行政行為(§16-21)，第4章，行政契約(§21-23)，

第5章，請願と行政不服申立(§24-27)，第6章，最終規定及び経過規定

(§28-33)，である。この行政手続磨翌ﾍ手続規定と若干の実体磨雷K定も含ん

でいる，比較的短い磨覧･である。起草者によれば規定は最小限に限定される

べきとしたことの結果であるという。したがって99年磨翌ﾍ行政手続の包括的

な体系を提示してあらず，さらに同時に修正された行政訴訟手続との間にく

い違いがある，テクノロジーの発展が考慮されていない，等の批判が存在し

たという。しかしそれら批判にもかかわらず，磨欄Tの発布により柔軟な現代

的解釈が可能となり，その適合能力が高められ，本質的な領域で統一的根拠

が提供され，磨落｡国家の保障と市民の保護が意図的に深められたと評価され

ている。特に第6条の事前の磨欄I聴聞の規定は判例により発展させられ，憲

磨酪繧煖K定されたが，新しい規定により判例よりも広い保障を解釈で与えて

いるという。

 1)，一般規定における特徴。行政手続磨翌ﾌ適用範囲(§1)は，国家行政，

地方行政及び公磨酪繧ﾌ磨乱lである。行政の行為には職権によるもの(§2)
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と申請に対するもの(§3)がある。前者は磨覧･が定める期間内にもしくは

適切な期間内で解決しなければならない。後者は関係規定が予定する期限内

に，もしくはそれ以外では60日以内に解決しなければならないとする(§4-

1)。申請が権限のない求頼ﾖに提出したときは5日以内に権限を移送しなけれ

ばならず(§4-1)，§4-1で予定した期限内に解決できないときは，権限

を有する求頼ﾖは文書で利害関係者にその理由も含めて通知しなければならな

い(§4-2)。さらに第5条において，利害関係者の文書閲覧権を規定する。

ただしプライバシー情報については除外される。閣議の討論，司磨浴C警氏雷y

び軍求頼ﾖ，犯罪行為，行政違反についての情報については関係求頼ﾖは閲覧を

拒否できる(§5-3)。著作権，工業所有権の存在する場合も行使できない

(§5-5)。閲覧権の拒否には正当な理由を付し，1ヶ月以内に申請者に通知

しなければならない(§5-6)。閲覧はその行政求頼ﾖの事務所で行い，複写

も可能であり，その費用は申請者が負担する(§5-4)。第6条は利害関係

者への事前の聴聞を規定する(権利もしくは利益を侵害する行為や措置に関

して)。聴取のための召集は少なくとも5日前に送達される(§6-2)。ただ

し危険の防止のためもしくは特別の公共の利益にもとつく措置を直接とるこ

とが必要な場合は事前聴聞を行うことなく規制することができる(§6-3)。

第7条は行政求頼ﾖの公正さについて規定する。回避や忌避に関する定めであ

る(親族については4親等まで回避)。第8条は行政求頼ﾖの交代(そして代理)，

第9条は権限の移動(署名権限)などの行政求頼ﾖに関する規定である。第10

条は期限に関して定める。第11条では真実の署名とならんでコピーも可能の

場合のあることに関し規定する。第12条は求頼ﾖの記録の作成と文書の記載の

認証の交付について定める。一般規定の部分においても行政手続の一般原則

(例えば適磨乱ｫ原則，透明性原則など)についての規定は条文中に明文では

ほとんどもうけられてはいない。それらの行政手続磨翌ﾌ一般原則としては，

学説によれば次のようなものが挙げられている。適磨乱ｫ原則，透明性原則，

中立性原則，事前の磨欄I聴聞の原則，良好行政の原則が挙げられ，さらにそ

の他に裁量問題とも関連するものに，理由付記原則，便宜原則，形式の遵守



ギリシア行政手続磨?1999年)に関して ( 293 )一 125 一

への配慮，円滑性の原則が挙げられる。これ以外に多くの文献で引用するも

のとして，人間の尊厳原則，民主主義原則，調査原則，文書閲覧原則情報及

び行政による市民への助言，さらに効果性と効率原則，がある。それに類す

るものは，期限(§2)，文書閲覧(§5)，事前聴聞(§6)，回避(§7)な

どに限られている。

 2)，合議制行政求頼ﾖについて。99年行政手続磨翌ﾍ行政求頼ﾖについて，独

任制行政求頼ﾖについては詳細に定めてはいないが(一部前述のように一般規

定の中で数ヶ条関係するものはあるが)，合議制行政求頼ﾖについて第2章を

与え§13～§15の3ヶ条をおいている。第13条は構成，第14条は人員配置，

会議，職責履行，第15条は決議に関する定めである。

 3)，行政行為について

 99年の行政手続磨翌ﾉおいては行政行為について第3章で§16一§21の6ヶ

条で規定するが，その際，明確な定義は行っていない。第30条で用語の概念

説明において行政行為とは執行可能な行政行為のことであると述べているに

とどまる。〟絡s政行為の定義としてZygura氏の説によると学説上のものと

して「行政求頼ﾖにより発せられた磨洛`式の外部効力への要求を伴う磨絡s為」

と表現されているものがある。その要素の最重要な指票は行政磨雷yび判例に

よれば，a)行政求頼ﾖによる発布である。その際の行政求頼ﾖには国家求頼ﾖ及

の磨乱lの行為は除外される。)さらに潤雷ｳ教義に関係しない教会行政の行為

も含まれる。さらにb)行政行為は個別的行政行為と規範的行政行為で区別

され，行政行為は。)明示的なものがあるが，黙示的なものもある。後者に

ついては回答が出てこない(もしくは遅れている)場合で申請などの拒否が

推定される。そしてその内，特別の種類のものは磨欄I行為業務の違反となる。

(作為業務違反)。さらに行政行為の1種類として複合的行政行為が挙げられ

る。②行政行為の手続に関する定めとして，まず内容と形式に関するものが
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ある。第16条。行政行為は文書形式で発するのが原則だが(§16-1)特別

の情況のときは口頭で行うこともできる。(§16-2)。そして公表するか送

達する。前者の方磨翌ﾍ規範的行為，一般的内容の個別行為(例えば多くの利

害関係者に関係する)のときは義務的である。次に第17条は行政行為の理由

付記を義務づけている(§17-1)。その理由は明白で特定及び十分でなけれ

ばならない，とされており，さらに関係する資料から導き出されなければな

らないとしている(§17-2)。第3に第18条では個別的行為で公布されねば

ならないとき，及び規範的行為の公布について，第4に第19条は個別的行為

の通知について定め，第5に第20条は事前の意見，他の求頼ﾖの提案に関して

定める。第21条は権限を有する求頼ﾖの撤回手続について規定する(撤回権を

もつ求頼ﾖはそれの磨嵐闍＠関である)。行政行為についての実体磨欄I規定，暇

疵，無効，取消，撤回については定められていない。暇疵ある行政手続は通

な行為については遵守しなければならない。

 4)，行政契約について

 手続磨翌ﾍ第4章の第22条，23条の2ヶ条で行政契約について規定する。行

政契約とは国もしくは自治体などの行政もしくは公磨乱lを一方当事者とする

契約で，公益を追求し専権的な契約条項により特権的地位が認められたもの

である。第22条は行政契約の形式を規定し，書面で締結すべしとする(ただ

し磨覧･が別の規定をおくときは除外)。第23条は契約の締結手続を規定し，

事前手続と契約締結からなり，入札手続(actes d6tachables)(入札募集，応

札，落札，契約締結)を行うこととしている。

 5)，行政救済手続について

 手続磨翌ﾍ第6章，第24条から27条までの4ヶ条で行政救済手続についても

規定している。行政(行政不服申立て)救済の制度としてa)一般行政不服

申立があり，それには，請願(憲磨?0条にもとつく)(§27)。2，行政決定
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を行った行政求頼ﾖに提出するもの(治愈申請)，3，決定求頼ﾖの上級求頼ﾖに提

出するもの(審級的統制)(審査請求にあたる)(§25)の3種類存在する。

さらに，b)特別行政不服申立がある(§26)。これは特別の磨雷K定により定

められるもので，どの行為もしくはどの不作為が攻撃可能か，権限を有する

求頼ﾖの取扱いの期限，不服申立への決定の期限を定めているものである。こ

の特別行政不服申立には合磨乱ｫ不服申立と準司磨欄I不服申立の2種類が存在

する。前者は合磨乱ｫの統制を行い，後者は裁判と類似の不服申立である。争

われた行為の実体的統制を行い合磨乱ｫに加え合理性の統制を行う。さらに第

27条は行政行為による執行停止について規定し，申請によりもしくは職権で

行政行為の停止ができるとしている。ただしその期間は決定のため定められ

た期間より長期にすることはできないとする。第28条は請願について定め，

関に請願を提起できるとしている。

 6)行政不服申立と行政訴訟の関係

手続磨翌ﾍ行政訴訟と行政不服申立との関係については規定していない。

〟翼Mリシア行政手続磨翌ﾌ成立経過，その内容については，Olga S.  Zygura， Europaeisierung

des Verwaltungsverfahrensrechts， Laenderbericht Griechenland， in Hermann HillRainer Pitschas，

に関しては，Jurgen Schwarze， Administrative Law under European Influence. 1996， P409～。

Jurgen Schwarze， Europaeisches Verwaltungsrecht，2， Aufl. ，2005， S. 158～，など参照。
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(磨覧･2690/1999，議会の承認を経て，大統領が1999年3月9日に「ギリシャ

共和国政府官報」第45期に公布)

  第1章 一般規定

第1条 本磨翌ﾌ規定の適用範囲

 本磨翌ﾌ規定は国家行政，地方行政及び他の公磨乱lに適用する。

第2条 職権による行政行為

 行政求頼ﾖは職権により現行磨翌ﾉより予定されている行為を磨覧･で明示され

た期限内で，さもなければ適切な期限内で解決しければならない。

第3条 行政への申請

 1. 利害関係者の申請が，関係規定が予定するときは，行政行為の発布の

ために必要である。

 2. 利害関係者は行政行為の発布以前に，特別の反対規定がないときは，

申請を成果なしに取下げることができる。取下げは撤回することはできない。

 3. 利害関係者の便宜のために，行政庁にその権限領域のすべてに属する

事項で提出を義務づける。申請書式を使用する。書式は申請の承認のための

磨欄I要件，適用する規定，申請者が提出すべき文書，回答が与えられる期限，

を含む。利害関係者が記入することができないと宣言するときは，権限を有

する公務員が申請者の口頭での説明の後に申請を自ら作成しなければならな

い。

 4. 申請の中で引用される身分証明は，ギリシャの国民は身分証もしくは

主管求頼ﾖの臨時証明又はパスポートで証明するべきである。外国人の身分証

明は欧州連合の構成国の市民は身分証もしくはパスポートで証明し，他の場

合はパスポートもしくは国への入国許可の他の公式文書，又は主管のギリシャ
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の官庁が公布した文書で証明する。磨乱lの証明書はその所在地で有効な磨雷K

定に従い証明する。申請が本人により提出されない場合は身分証もしくはそ

れに相当する文書の承証されたコピーを添付しなければならない。

 5. 身分証もしくはそれに相当する文書により証明されない事実もしくは

情報は，他で特別規定が存在しない限り，利害関係者の関係規定で予定され

た形式にのっとった磨欄Iに拘束力ある宣言により行われる。類似の宣言が，

身分証に記載した家族の状態，住所及び職業の情報で変更があった場合に，

行われる。

第4条 行政による事務の解決

 1. 申請が提出された場合は，行政庁は関係する規定があるときはそれが

予定する期間内に，それ以外のときは60日以内に，利害関係・者の事務を解決

するか申請に関して決定しなければならない。期間は権限ある行政庁への申

請の提出により開始する。申請を権限のない行政庁へ提出した場合は，その

行政庁は5日以内に申請を権限ある行政庁に移送しさらにそのことに関して

利害関係者に通知しなければならない。この場合は，申請が権限ある行政庁

に到達したときから開始する。

 2. 事務が第1項が予定した期間に解決することができない場合は，権限

ある行政庁は書面で利害関係者に次のことを通知しなければならない。

 1)遅延の理由，

 2)その事項を処理する公務員とその電話番号，情報入手のために，

 3)不足する文書，

 4)他の有用な情報。

 3. 行政庁は申請が明らかに違磨翌ﾅあるかもしくは濫用されて繰り返され

た場合は，第1項の義務を免除される。

 4. 行政庁は利害関係者の申請に対してただちに証明書もしくは承認を与

えなければならない。即時の授与が不可能な場合は，10日以内に郵便で届け

出た住所へ送付される。利害関係者が郵便を希望せずさらに自らもしくは授
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権代理人がその文書を受取りにいくと表明する場合は，この義務は免除され

る。

第5条 文書閲覧

 1. いかなる利害関係人も自らの文書の申請により行政文書を見る権利を

有する。行政文書とは行政求頼ﾖが作成した文書で，報告，研究報告，記録，

統計数字，職務の基準，行政の回答，鑑定及び決定等を含む。

 2. 何人も特別の磨欄I利益を有する者は文書による申請により，公行政庁

が保存し，その行政庁に係属しもしくは解決される独自の事務と関係する私

的文書を見る権能を有する。

 3. 前1，2項が予定する権利は文書が第3者の私的もしくは家族の生活

に関係しもしくは特別の規定が定める秘密を害する場合は，存在しない。文

書が閣議の討論に関係するか，もしくは閲覧権の保障が司磨浴C警氏翌烽ｵくは

軍事求頼ﾖの犯罪行為もしくは行政違反の発生の調査を阻害し得る場合は，権

限を有する行政求頼ﾖは文書閲覧権を拒否することができる。

 4. 第1項，第2項の権利は，行政求頼ﾖの執務室で文書を閲覧する，もし

くは複写が原文書を損なわない限りで，複写を行うことで行使する。複写の

費用は，磨覧･が別の規定をおかない限り，申請者が負担する。医療的性質の

情報は，その目的のために招聰された医師の助けを得て，利害関係者に通知

する。

 5. 第1項，第2項の権利は著作権もしくは工業所有権の存在する場合は

行使できない。

 6. 第1項，第2項の権利の拒否は正当な理由が必要でさらに遅くとも申

請の提出から1ヶ月以内に文書で申請者に通知しなければならない。

第6条 利害関係人の事前の聴聞

 1. 行政求頼ﾖは特定の者の権利もしくは利益を侵害する行為や措置の前に，

関連する問題に口頭もしくは文書で意見を表明するために利害関係者を召喚
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しなければならない。

 2. 聴取の召喚は聴聞の場所，日付及び時間を記入しさらに措置もしくは

行為の対象を述べる文書により行う。召喚は利害関係者に聴聞より少なくと

も5日前に送達される。利害関係者は関連する証拠物件を閲覧し及び反証を

提供する権利を有する。上述の手続を遵守し同様に利害関係者の見解を考慮

することが行政行為の理由づけから生ずるべきである。利害関係者を聴取し

て適当な時間の内に，措置をとらねばならない。

 3. 危険の防止のためもしくは特別の公共の利益にもとづき措置を直接に

とることが必要な場合は，例外的に利害関係者を聴聞に事前に召喚すること

なく規制することが可能である。規律する情況を変えることが可能な場合は，

行政求頼ﾖは15日以内に利害関係者を第2項に従い聴聞に召喚しさらに必要な

らば新しい規制を行う。この期限が経過しても行政が活動しないときは，そ

の措置は自ら失効しさらに他の行為を行うことがない。

 4. 第1項及び第2項の規定は不利益な行政行為に関係する規定に行政不

服申立の提出の可能性を予定する場合に適用する。

第7条 行政求頼ﾖの公正さ

 1. 行政求頼ﾖは，独任制か合議制を間わず，その権限の行使に際して公正

な判定をすることを保証しなければならない。

 2. 独任制求頼ﾖさらに同様に合議制求頼ﾖの構成員は，次の場合は決定手続

への参加もしくは意見又は提案の形式を行うあらゆる行為もしくはあらゆる

手続に回避しなければならない。

 1):事務の開始と関連して自らの個人的利益を図かる，

 2)利害関係者との関係で配偶者もしくは血族，姻族，その中であらゆる

直系親族，4親等以内の傍系親族，

 3)利害関係者と特別の連携もしくは特別の関係又は敵対関係にある。

 3. 行政求頼ﾖのもしくは合議制求頼ﾖの構成員の見解に従えば(行為を行う

ことを)回避するように強いるべき場合は，その者はそのことを直接にその
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上級求頼ﾖもしくは時には合議制求頼ﾖの委員長に説明しさらにあらゆる行為を

回避すべきである。この場合は上級求頼ﾖもしくは合議制求頼ﾖの委員長はでき

るだけすみやかに決定すべきである。

 4. 利害関係者は手続のいかなる段階において独任制求頼ﾖもしくは合議制

求頼ﾖの構成員の忌避を申出ることができる。申出は上級求頼ﾖもしくは合議制

求頼ﾖの委員長つまり決定求頼ﾖに提出する。その他の事項については，本条第

3項第2文の規定を適用することができる。

 5. 上級求頼ﾖもしくは合議制求頼ﾖも職権で忌避を命ずることができる。

 6. 前項の規定は回避の場合はもしくは忌避が合議制求頼ﾖのあまりに多く

の構成員に申立てられ他の構成員が第14条第1項に従い決定することができ

ない場合は適用できない。

第8条 行政求頼ﾖの代理(代行)

 公行政求頼ﾖの長が欠席するかもしくは職務の履行に障害がある場合は，そ

れに従属する組織上の職位の最高者が代行する。下部の組織が存在しない場

合は，組織体の最上位の公務員が代りに任につく。前述の公務員が同等の場

合は，上位の者もしくは組織内で長期の職務歴をもつ公務員が代理人に指名

される。代理人に指名された者の属する部局は関係規定により上位の地位を

占めるべきである。

第9条 行政求頼ﾖ権限の代理～行政求頼ﾖの署名委任

 1. 行政求頼ﾖの権限は関係規定により定める。

 2. 権限を有する行政求頼ﾖは，関係規定が定める場合は，自らの規則制定

行為によりその権限を移転することができる。この場合は権限は，権限が並

関が行使する。

 3. 関係する規定が予定する場合は，権限を有する行政求頼ﾖは自らの規範

制定行為により階統的に従属する求頼ﾖに，移転してその権限の行為もしくは
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他の文書に署名することを委任することもできる。

 4. 行政行為の前文において，利害関係者への情報提供のため，行為の決

定の権限を定める規定及び時には行為を決定する求頼ﾖへの権限委任もしくは

署名代理権の行為を述べる。

第10条 行為の期限

 1. 利害関係者が申請，不服申立，意見もしくは他の文書を提出すること

と同様にその者のあらゆる他の行為の期限は，その期限を明確に指示する規

定がない場合は除外する。

 2. 利害関係者は規定された期限内にその申請もしくは他の文書を求頼Bの

手段を通して提出することが許される。その際その求頼Bは発送装置と受取装

置，同様に発送と受取の日付と時間の認識を確実にする印刷をするようにす

る。ただし，その後利害関係者は第3条及び第11条の規定に従い遅くとも期

限経過後5日以内に，自筆の署名をした及び求頼B装置により職務により受け

取った文書と同様の内容を有する文書を提出しなければならない。

 3. 利害関係者は，関係する特別規定で排除されないときは，書類を書留

郵便で提出することができる。この場合は提出の日付は郵便の郵便局への提

出の日付をそう見なす。

 4. 磨覧･の規定が証書，資料もしくは他の公的文書の同時提出を予定しさ

らにそれらの発行の権限を有する求頼ﾖが代行すべきという理由で同時に提出

しない場合は，利害関係者の文書のすみやかな提出で充分である。この場合，

利害関係者から提出された文書の中で公的文書を提出しない理由を述べなけ

ればならず，提出を不可能とした理由がなくなった場合は利害関係者は文書

を提出しなければならない。

 5. 期限は行政にとっては指示的であり，期限を定める磨雷K定がそれを排

除する場合は除外する。直接に利害関係者に不利な影響を与える個別決定の

期限は排除される。

 6. 期限の超過は上級権限の場合は許される。
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 7. 特別規定がない場合は，期限の計算は民事磨卵?41～246条の規定をi適

用する。

第11条 真実の署名の確認と複写(コピー)の認証

 1. 利害関係者の署名の真実性の確認は各公行政求頼ﾖにより身分証明証も

しくは第3条が予定する相応の文書により行う。

 2. 利害関係・者は原本を発行した各行政求頼ﾖ，弁護士もしくは公証人に，

原本もしくは原本の正確なコピーの認証を申請することができる。コピーも

しくは写真コピーの認証は，利害関係者が第3条第5項に従い各項目の正確

性を確認する宣言を伴う場合は必要ない。

 3. 行政求頼ﾖは証書，確認もしくは他の資料の認証を得たコピーを受取ら

なければならない。このコピーは第3条が規定する宣言に伴うコピーと同様

に原本と同様に受取られる。

第12条 求頼ﾖの記録の作成と書類の記載の公証

 いかなる方式でも行政求頼ﾖに到達した文書は，当日に受取人の冊子に通し

番号及び事項及び単位の数量を引用して記入しなければならない。同冊子に

は文書のあて名の求頼ﾖ及び受取の日付も記録しなければならない。求頼ﾖは上

述のすべての資料を述べた文書を記入した認証を交付しなければならない。

第2章合議制行政求頼ﾖ

第13条 構成

 1. 合議制求頼ﾖの合磨欄I構成のために，磨覧･に規定するすべての構成員

(正式構成員もしくは代理構成員)は行為により指名する。同一の個人は2

つ以上の求頼ﾖに同時に指名することはできない。数名の構成員が選定されも

しくは第3者により提案されさらにこれらが権限を有する求頼ﾖにより選定さ
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れずもしくは提案もされない場合は，その選定もしくは指名が適時に文書で

要求され及び他の構成員の数が決定を行うに十分である時は，求頼ﾖの構成は

合磨翌ﾅある。

 2. 磨覧･が特別の規定を有しないときは，合議制求頼ﾖは少なくとも3人以

上で構成する。

 3. 合議制求頼ﾖの委員長及び事務局長さらに代理人は組織決定で指名する。

合議制求頼ﾖがもっぱら選挙された構成員で構成する場合は，委員長，事務局

長及び具体的な職務を有する他の構成員，同様にその代理人は合議制求頼ﾖの

秘密選挙で確定する。

 4. 合議制求頼ﾖの構成員の地位を違磨翌ﾉ取得しその構成員に指名されたと

きも，求頼ﾖの構成の合磨乱ｫには影響しない。

 5. 合議制求頼ﾖの数人の構成員が脱会しもしくは他の理由から引退し又は

的構成員を有するときでも，合議制求頼ﾖは3ヶ月以上活動することはできな

い。

 6. 磨覧･が合議制求頼ﾖの構成員の任期を定める場合は，その任期の経過以

前の構成員の代行は，その義務の履行に関係し及び関係する行為で承認すべ

き理由が存在する時のみ可能である。

第14条 人的構成一会二一職責履行

 1. 合議制求頼ﾖは任命された正式構成員もしくは代理の構成員の過半数が

出席した場合は適磨翌ﾉ開会する(定足数)。定足数は全会議中満足していな

ければならない。最初の会議で定足数の三三が確認される場合は，求頼ﾖは新

たに会議を召集しなければならず，早くとも24時間後に同じ場所で同じ議事

日程で開催する。この会議の間，定足数は任命された正式構成員の1/3及び

いずれの時も3人以上の正式構成員もしくは代理の構成員を含む正式構成員

もしくは代理構成員の出席である。合議制求頼ﾖで3人の構成員で構成される

ものはすべての3人の正式構成員もしくは代理構成員の出席が必要である。
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 2. 委員長は会議の日付，時間及び場所を決定し正式構成員及び代理構成

員の参加を召集する。日程を記入する召集が事務局長から合議制求頼ﾖの構成

員に会議の少なくとも48時間以前に送付されるべきであり，さらに日付と召

集を送付した者の署名の記載された召集が特別の冊子において証明される限

りは召集は電話，電報もしくはフメ翼bクス又は他の適当な手段でも送付する

ことができる。この期限は緊急の場合は短縮することが許される。この場合

は召集は文書で発せられ，さらに期限の短縮を強いる理由を説明しなければ

ならない。合議制求頼ﾖの構成員の召集は会議が構成員に手交した求頼ﾖの決定

で確定した特定の期日に開催する場合は必要ない。召集は構成員が会議の前

に不参加を報告もしくは不参加が合議制求頼ﾖの委員長が知った場合も必要な

い。

 3. 代理の構成員は欠席のもしくは不参加の構成員の代理にとして，それ

らの者の同等の任命がない場合を除いて，召集される。

 4. 召集されなかった構成員が会議に参加しない場合は，会議は違磨翌ﾅあ

る。同様のことはその代りに代理構成員が出席した場合もあてはまる。構成

員の召集に際して甲骨が存在した場合は，これらの構成員が出席しさらに会

議を行ったことで何ら反対がない時は，合議制求頼ﾖの会議は適磨翌ﾅある。

 5. 合議制求頼ﾖの構成の合磨乱ｫは次回以後の会議での参加構成員の交代に

より影響を受けない。

 6. 合議制求頼ﾖの構成員は配偶者であるか4親等以内の血族もしくは姻族

であるときは，同じ会議に参加することはできない。

 7. 合議制求頼ﾖの会議の召集は，その正式構i成員の1/3が委員長に議論す

べき議題を確定して要求した場合は，義務付けられる。

 8. 議事日程は委員長が構成員が行う提案を考慮して作成する。

 9. 会議の対象は議事日程に含まれる事項だけである。例外的に議事日程

に含まれていない項目も全構成員が出席しさらにその討論に同意した場合は

議論することができる。

 10. 会議は磨覧･が別のことを規定しない場合は非公開である。議論の間は
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構成員及び事務局長もしくは磨覧･中で特に予定された者以外の者の出席は認

められない。合議制求頼ﾖは情報誌達もしくは文書提示のために公人もしくは

他の者を召集できるがそれらの者は議論の開始前に退室する。

 11. 磨覧･が合議制求頼ﾖの会議公開を予定する場合は，会議の少なくとも48

時間前までに会議の場所と時間を利害関係者の入場と出席を可能とするよう

適当な方磨翌ﾅ知らせること。公開の確保は関係会議録で確認しなければなら

ない。

 12. 委員長は会議を開会し及び閉会し，議論を指導しさらに磨覧･の適用及

び求頼ﾖの平静な会議運営がなされるよう配慮する。

第15条 決議

 1. 合議制求頼ﾖの決議は磨覧･に別の定めがない場合は，出席した構成員の

絶対多数で行なう。この多数が成立しない場合は，投票を絶対多数に達する

まで繰返し，いずれのときも少数意見を代表する者が支配的意見の者へ強制

的に合流することにより行う。賛否同数の際は委員長の投票を基準とする。

ただし秘密投票のときは除外する。秘密投票の場合で賛否同数のときは，投

票を繰返し，新たな投票で賛否同数のときは否決と見なす。構成員が投票を

棄権したかもしくは白票を投じたときは，欠席したものと見なす。

 2. ある事項の議論が多くの会議を継続する場合は，最後の会議に参加す

る構成員により決議を行う。その際，先行する会議に参加しなかった構成員

はこれらの会議の間の議論の本質的な点に関して報告を受けた後にそうする。

その報告は会議録に付加した構成員の宣言により確証しなければならない。

 3. 投票は磨覧･で別に規定しないときは記名方式で行う。

 4. 合議制求頼ﾖの会議では会議録を作成する。そこでは特に出席構成員の

氏名と地位，会議の場所と時間，議論した事項の内容の短いが主要な記述，

投票の形式と結果，同様に行った決議を記載する。

 5. 記名投票の時は，少数票を投票した者の氏名も同様に会議録に記載す

る。
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 6. 合議制求頼ﾖの会議で単純な意見の形式が肝要の場合は，個々のことを

すべて議論しさらに投票に付された意見を強制的に会議録に記載する。

 7. 会議録は事務局長が作成しさらに議長が署名する。

 8. 合議制求頼ﾖのすべての書類の磨欄I存立にとり委員長もしくはその代理

の署名で充分である。

第3章 行政行為

第16条 内容と形式

律規定を記入し，日付同様に権限を有する求頼ﾖの署名を記す。個別の性質の

行政行為はさらに又本磨卵?5条が規定する特別の行政救済もしくは準司磨欄I

不服申立の行使の可能性を含み，さらにこの救済を取扱う権限を有する求頼ﾖ，

期限さらに不服申立を行使しない時の結果をも記入する。求頼ﾖの上述の指示

に適って行使した行政不服申立は申請者の不利益な結果とすることはできな

い。適用磨雷K定及び第2項の申立を引用しないことは行為の無効とはならな

い。

 2. 個別的性質の行政行為は，行為により追求する目標の到達に必要な場

合は，例外的に口頭で行うことができる。さらに又，行為の名あて人がその

内容を理解する可能性を有する場合は，符号の使用も許される。

第17条 理由

 1. 個別的性質の行政行為はその決定のための磨欄I要件の存在の確認を述

べる理由を記載しなければならない。

 2. 理由は明白で，特定的及び充分でなければならず，特に磨覧･中でその

行為自身の中に含まれていなければならないよう予定されない限り，行為の

中に存在する資料から導き出さなければならない。

 3. 行政行為が職権により決定する場合は，決定権限を有する求頼ﾖが証拠
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を収集する。利害関係者が行為の決定を申請した場合は，利害関係者は行為

を決定する権限を有する行政求頼ﾖのもとにあるものを除いて，関係規定が予

定する資料を添付しなければならない。

第18条 公布

 1. 個別の行政行為は署名及び日付の記入，もしくは磨覧･に従い公布され

ねばならない場合は，公布により成立する。規範的行政行為は，特別の公布

の方磨翌�¥定する場合を除いて，政府官報(公式新聞)に公布して成立する。

 2. 政府官報での公布の場合は公布の日付は政府官報の発行の日付であり，

利害関係者が同日に官報もしくは印刷物の認証されたコピーを得ることが可

能であるという条件の下でそうなる。

 3. 権限を有する求頼ﾖは前項の条件を充足するかもしくは他の形式による

公布の実行の証明の義務を有する。

 4. 公布文章の文字もしくは計算の誤りについてはもっぱらその誤りの訂

正に限定した公布が許される。

第19条 通知

 1. 個別の行政行為は関係者に通知する。

 2. 他の規定で予定された場合は通知はそれぞれ適当な方磨翌ﾅ行う。

第20条 意見一提案

 1. 磨覧･が行政行為を決定するために事前の意見(簡単な意見もしくは同

意)もしくは他の求頼ﾖの提案を聴取することを予定するときは，決定権限を

有する求頼ﾖの間合わせにもとつく意見が形成され，それに対して提案が提案

する求頼ﾖが主導して行われる。意見もしくは提案は文書で行い，理由を付し

及びその内容が適切でなければならない。

 2. 決定権限を有する求頼ﾖは内容が同意もしくは提案の内容と異なる行為

を決定することはできない。明確な同意もしくは提案の不採用もしくは簡単
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な意見と相違する場合は特に理由を付けなければならない。

 3. 行政行為を決定する権限を有する求頼ﾖは自由に他の求頼ﾖの意見を求め

ることができる。この場合は簡単な意見のための規定を適用すべきである。

 4. 簡単な意見が磨覧･もしくは決定求頼ﾖが定めた期限内に，少なくとも適

当な時期に提示されない場合は，行政行為はこの意見なしに決定することが

許される。

第21条 撤回

 1. 個別の行政行為を撤回する権限を有する求頼ﾖはその行為を決定したか

もしくは行為を決定する権限を有する求頼ﾖである。

 2. 撤回のためには行為の決定を予定する手続の遵守は必要ない，ただし

合磨欄I行政行為もしくは違磨翌ﾈ行政行為を事実の認定が誤り故に撤回すると

きを除外する。

第4章 行政契約

第22条 形式

 行政契約は書面の形式で締結する，ただし磨覧･が他の規定をおく場合は除

外する。契約の締結のために契約の申込み及びその受入れのために異なる書

類を利用する。

第23条 契約締結

 入札募集の後もしくは直接の承諾の後に締結する契約は，入札募集を完了

させる行為もしくは直接の承諾行為の利害関係者への送達に伴い締結する。

ただし磨覧･が別の規定をおくときは除外する。

第5章行政不服申立一請願一
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二24条 異議申立一審査請求

 1. 関係規定で次の条文で特別の行政救済もしくは準司磨欄I行政不服申立

の提起の可能性を予定していない場合は，利害関係者で個別の行政行為によ

り生じたその磨欄I利益の物質的もしくは精神的損害の回復を行政行為を決定

した求頼ﾖにその行為の撤回もしくは変更を申請する(異議申立)かもしくは

行為を決定した求頼ﾖの上級求頼ﾖに行為の取消を申請する(審査請求)ことが

できる。

 2. 前項に従い申請がなされた行政求頼ﾖは，その申請に関する決定を利害

関係者に少なくとも30日以内に通知しなければならない，ただし特別の規定

で他の期限を規定する場合は除外する。

 3. 他の行政求頼ﾖが撤回もしくは変更又は取消の権限を有する場合は，異

議申立の申請もしくは審査請求が提出された行政求頼ﾖは少なくとも5日以内

に申請を権限を有する行政求頼ﾖに移送しなければならない。この場合は権限

を有する行政求頼ﾖの決定の利害関係者への通知は，第2項が規定する期限内

に行われなければならない。

 4. 行政行為が取り消された場合は，行政行為を行った行政求頼ﾖへの書類

は却下される，ただし関係規定が行為決定への上級求頼ﾖの権限を規定する場

合を除外する。

第25条 特別の行政不服申立一準司磨欄I不服申立

 1. 特別規定が規定するときは，利害関係者は行政行為を原因とするその

磨欄I利益の物質的及び精神的損害の回復のために，この規定により定められ

た行政求頼ﾖへこの規定に定められた期限内に提出した不服申立により行為の

取消もしくは変更を申請することができる。

 2. 行政求頼ﾖは関係する磨雷K定に従い行政行為の適磨乱ｫのみを審査するか

さらに行為の全部もしくは一部を取消かもしくは不服申立を却下する(特別

行政不服申立)ことができる，又は適磨乱ｫと同様に事態を審査し及び行為を

全部もしくは一部取消し，行為を変更し，もしくは不服申立を却下する (準
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司磨欄I不服申立)ことができる。権限を有する求頼ﾖは不服申立提起者にその

決定を，関係求頼ﾖが定めるときはその期限内に，それ以外のときは特別行政

不服申立の場合は遅くとも30日以内に，準司磨欄I不服申立の場合は3ヶ月以

内に通知しなければならない。

 3. 特別行政不服申立もしくは準司磨欄I不服申立での決定の権限が他の行

政求頼ﾖに存在する場合は，不服申立に指定された求頼ﾖは不服申立を遅くとも

5日以内に権限を有する求頼ﾖに移送する義務を有する。さらに又この場合は

権限を有する求頼ﾖの決定を第2項が定める期限内に利害関係者に通知しなけ

ればならない。

第26条 共同の規定

 行政不服申立が提起された場合は，それの審査権限を有する求頼ﾖは利害関

係者の申請にもとづきもしくは職権で行政行為の執行を停止し，不服申立を

決定するまで延期できる，ただし不服申立の決定に定められた期限より長期

に延期することはできない。

第27条 不服申請

 行政不服申立の提起が第24条から第26条に従い不可能な場合は，利害関係

者は行政求頼ﾖの行為もしくは不作為により生じた自らの磨欄I利益の物質的も

しくは精神的損害の回復のために，その求頼ﾖへの申請により損害の償いもし

くは取消を提起することができる。それ以外ではこの場合は第4条第1項か

ら第3項で定める手続を適用する。

第6章 最終規定及び経過規定

第28条 期限の継続

 本磨欄Tの効力発生以前に開始した期限の継続は磨欄Tの規定に従い以前に有

効な期限よりも長期のときは本磨欄Tの規定に従う。
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第29条 期限の延長もしくは中止

 本磨欄Tの期限の延長もしくは中止の規定は本磨欄Tが効力を生じで以後の行

為に関して適用する。

第30条 概念説明

 本磨翌ﾌ言う「行政行為」とは執行可能な行政行為のことである。

第31条 規定の言及

 本磨欄Tで言及する条項で当該磨覧･の名称を述べないものは本磨欄Tの条項で

ある。

第32条 参照

 本磨欄Tで他の磨覧･を参照するときは，いずれもその当時に通用した磨覧･の

参照である。

第33条 廃止した規定

 1. 本磨欄Tが効力を生じるのに伴い，本磨欄Tが別の規定をおかない場合は，

本磨欄Tが規律する問題に関係する一般規定は廃止する。

 2. 現行磨覧･が本条第1項により廃止した規定を参照するときは，本磨欄T

の関連規定を参照すると見なす。


